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１ はじめに 

１-１ 計画策定の背景・目的 

(1) 背景 

災害による直接の被害から生命、財産を守るためのまちづくりを考えた時、阪神・淡路大震

災の残した最大の教訓は、被害が木造住宅密集市街地に集中したことにあるといえます。それ

は、被害の多くが住宅等の倒壊によるものであり、耐震性の重要性を改めて認識させられるも

のでした。また、同時多発火災の発生や家屋倒壊の結果生じた道路閉塞による避難、救出、消

火活動の障害、一時的な避難場所、救援活動の拠点等に必要な広場の不足など、街の形態や公

共施設配置のあり方等に起因する被害もまた深刻でした。 

これまでの都市防災対策は、広域的な視点から、市街地火災を行政区域全域に及ぼさないこ

と、都市の中枢部分を守ること、多数の住民の生命を守ることといった役割を果たすことに重

点を置いてきました。しかし、阪神・淡路大震災において神戸市長田地区の密集市街地を中心

に延焼した市街地火災は、身近な範囲から都市防災対策を進めることも重要な課題であると認

識させられるものでした。 

また、災害対策基本法では、国民の生命・身体・財産を守るため、国が地方公共団体と協力

して、防災対策を講ずるべきことを定めていますが、大規模災害時等を想定すると、「自助（自

分の身は自分で守ること）」「共助（地域の人で協力して互いに助け合うこと）」「公助（行政）」

の連携・協働を基本に事前災害対策を進めることが必要であり、日頃から住民に対して、災害

危険度等の情報・防災知識を可能な限り公表・提供し、災害時において、高い災害対応力が発

揮できるように備えておくことが重要といえます。 

このように、今後の都市づくりにあたっては、住民が災害の危険性を身近なものとして感じ

られるよう、災害危険度等の情報提供に積極的に取り組みつつ、住民・行政それぞれが主体性

をもって実効性のある施策展開を図っていくことが求められているといえます。 

(2) 目的 

以上のように、これまでの都市防災対策は、行政が策定し実行する防災対策という性格が強

いものでしたが、これからの新しい都市防災対策は、情報の公表・提供を積極的に行い、住民・

行政の協働のもとに進められる必要があります。 

本計画は、こうした背景を踏まえ、官民協働の新しい都市防災対策の指針として、住民と行

政それぞれの責任と役割分担のもとに進める、「防災都市づくり計画」の策定を行うことを目的

としています。 
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１-２ 本計画の位置づけ 

(1) 上位・関連計画の概要 

府中町では、防災都市づくりに係わる計画として、地域防災計画、都市計画マスタープラン、

耐震改修促進計画等があります。 

地域防災計画は、災害対策基本法に基づき、防災のために処理すべき業務を具体的に定めた

もので、災害対策の時間的順序に沿って、災害予防、災害応急、災害復旧・復興等についての

対策・方針等を定めていますが、主に、災害発生後の応急対策などのソフト的な防災対策を中

心として機能しています。 

都市計画マスタープランは、都市計画法に基づき、都市計画に関する基本的な方針を定めた

もので、今後の都市づくりのビジョンを示す計画として、目指すべき都市構造、土地利用の基

本方針、道路等の都市施設の整備方針等を定めており、主に、広域レベルでのハード的な防災

対策として機能しています。 

耐震改修促進計画は、耐震改修促進法に基づき、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図

るための計画として定めたもので、住宅、多数の者が利用する建築物、町有施設等の耐震化率

の目標値を定めており、主に、点レベルでのハード的な地震対策として機能しています。 

(2) 本計画の役割 

  以上のように、防災都市づくりに係わる計画は、災害予防～災害応急～災害復旧・復興、ソ

フト・ハード、広域的・点的、官・民など、多岐にわたる内容となっていますが、本計画は上

記３つの計画がそれぞれ担う領域にとらわれることなく、災害に強い都市づくりを推進する上

での重要な考え方・施策展開の方向性等を整理し、総合的な防災都市づくりの指針とするもの

です。 

また、本計画は、官民協働で進める防災都市づくりとして、住民にわかりやすいかたちで、

災害危険度等についての情報を公表・提供し、住民の中の防災意識、自己責任意識を育てるこ

とを目的とするものでもあります。 

 

 

 

 

 

 

(3) 計画の見直し 

本計画は、上位・関連計画である、地域防災計画、都市計画マスタープラン、耐震改修促進

計画等の見直しに応じて、適宜、見直しを行うものとします。 

  

【府中町防災都市づくり計画の位置づけ】 

官民協働で進める総合的な防災都市づくりの指針 
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２ 現状・課題 

２-１ 地震災害の危険度判定 

(1) 延焼危険度 

① 不燃領域率と木防建ぺい率による判定 

大規模地震では、建物倒壊のみならず、同時

多発的に出火が始まり、市街地全域に火災が拡

大し、都市に重大な被害をもたらすおそれがあ

ります。 

不燃領域率と木防建ぺい率から、地区の燃え

やすさを判定すると、大須二丁目、浜田三丁目、

山田五丁目は、不燃領域率が 70％以上あり、

燃えにくい状況となっています。 

一方、石井城一丁目、瀬戸ハイム一丁目・二

丁目は、空地等が少なく、木造建物が密集して

いることから、他地区に比べ、危険度が高い状

況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の燃えやすさ 

危険度１ 不燃領域率 70％以上 

危険度２ 不燃領域率 70％未満 木防建ぺい率 20％未満 

危険度３ 不燃領域率 70％未満 木防建ぺい率 20％以上 30％未満 

危険度４ 不燃領域率 70％未満 木防建ぺい率 30％以上 40％未満 

危険度５ 不燃領域率 70％未満 木防建ぺい率 40％以上 

■ 不燃領域率とは？ 

 地区内に占める燃えにくい領域が占める割合で

あり、一定規模以上の空地（公園等）、幅員 6ｍ以

上の道路、耐火建築物（鉄筋コンクリート造の建

築物等）が燃えにくい領域として評価され、不燃

領域率が求められます。 

 建設省の実験により、不燃領域率が 70％以上の

地区は、焼失率がほぼゼロとなり、延焼火災に発

展しにくいことがわかっています。 

 

■ 木防建ぺい率とは？ 

 空地等を除いた地区の面積に対する木造建築物

が占める割合であり、木造建築物（燃えやすい建

築物）の建て詰まり状況をみる指標です。 

 建設省の実験により、木防建ぺい率が 20％未満

の地区は、焼失率がほぼゼロとなり、延焼火災に

発展しにくいことがわかっています。 

 

府中町役場 

小学校 
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    ② 消防活動困難区域率による判定 

消防車が進入可能な道路（幅員が概ね6ｍ以

上の道路）から、ホースが届く 80ｍよりも遠

い範囲では、円滑な消防活動が阻まれる可能性

が高いため、これらの地域等を消防活動困難区

域として抽出し、地区に占める消防活動困難区

域の面積の割合から、地区の消防活動の難しさ

を判定しました。 

北東部や南部の古くからある住宅地等では、

狭あいな道路が多く、消防車の進入が難しいた

め、消防活動が難しい状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 延焼危険度（総合判定） 

不燃領域率と木防建ぺい率による危険度、消

防活動困難区域率による危険度から、地区の延

焼危険度を総合的に判定すると、古くからある

木造戸建て主体の住宅地等で、狭あいな道路で

構成された地域での延焼危険度が高くなって

います。 

危険度５に相当する地区はありませんが、危

険度４に石井城一丁目が該当し、石井城一丁目

周辺に危険度３に該当する地区が拡がってい

ます。 

これらの地区では、個々の建替え等を契機に

不燃化を進めることも必要ですが、建替え等を

契機に、狭あいな道路の拡幅や補助街路の整備

を進め、建て詰まりの解消、消防車の円滑な進

入を確保していくことが必要と考えられます。 

 

 

消防活動の難しさ 

延焼危険度（総合判定） 

危険度１ 消防活動困難区域率 20％未満 

危険度２ 消防活動困難区域率 20％以上 40％未満 

危険度３ 消防活動困難区域率 40％以上 60％未満 

危険度４ 消防活動困難区域率 60％以上 80％未満 

危険度５ 消防活動困難区域率 80％以上 

危険度１ 危険度の相加平均 1.0 

危険度２ 危険度の相加平均 1.5 及び 2.0 

危険度３ 危険度の相加平均 2.5 及び 3.0 

危険度４ 危険度の相加平均 3.5 及び 4.0 

危険度５ 危険度の相加平均 4.5 及び 5.0 

危険度の相加平均＝（不燃領域率と木防建ぺい率による危険度＋ 

消防活動困難区域率による危険度）／２ 

府中町役場 

小学校 

府中町役場 

小学校 
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(2) 避難危険度 

① 道路閉塞確率による判定 

避難場所が設置されていても、そこにいくま

での道路が沿道建物の倒壊によって閉塞され

てしまっては、円滑に避難することはできませ

ん。 

阪神淡路大震災においては、幅員4ｍ未満の

道路においてはほぼ全てにおいて閉塞が発生

し、幅員4～8ｍの道路でも老朽化した建物の

倒壊によって閉塞し、避難に支障があったと報

告されています。 

府中町では、北東部や南部の古くからある木

造戸建て主体の住宅地等で、狭あいな道路で構

成された地域での道路閉塞確立が高くなって

おり、危険度５・４と判定された地区が広範囲

にわたって分布しています。 

これらの地域では、延焼危険度の高い地区も

含まれており、地震防災への重点的な対策が必

要と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路閉塞による避難の難しさ 

危険度１ 道路閉塞確率 40％未満 

危険度２ 道路閉塞確率 40％以上 50％未満 

危険度３ 道路閉塞確率 50％以上 60％未満 

危険度４ 道路閉塞確率 60％以上 70％未満 

危険度５ 道路閉塞確率 70％以上 

■ 道路閉塞確率の求め方 

 道路閉塞確率は、地区内の道路の総延長に対する閉塞される可能性の高い道路の延長が占める割合から

判定しています。 

幅員 4ｍ未満の道路は、すべての道路が閉塞すると仮定 

 幅員 8ｍ以上の道路は、すべてが閉塞しないものと仮定 

 幅員 4～8ｍの道路にあっては、地区内の老朽建物割合に応じた閉塞確率のモデル式を用いて、閉塞され

る可能性のある道路延長を算定しています。 

 

府中町役場 

小学校 
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    ② 一次避難困難区域率による判定 

地震等の災害時にいては、倒壊、火災等から

身を守るため、まずは、身近な場所に設置され

ている避難場所や公園等に避難することにな

ります。 

府中町では、学校や集会所などの公共施設を

避難場所として指定しており、避難場所として

の指定はしていませんが、身近な公園（街区公

園、児童遊園等）が町全域にわたって分布して

いることから、一次的に避難する場所が身近に

整備され、一次避難困難区域率による危険度は

低い状況となっています。 

なお、一次避難困難区域率は、阪神・淡路大

震災での事例等を考慮し、避難場所から 500

ｍ、街区公園及び児童遊園から 250ｍ以遠の

範囲を一次避難困難区域として抽出し、これら

の地区面積に占める割合から判定しています。 

 

 

 

③ 避難危険度（総合判定） 

道路閉塞確率、一次避難困難区域率による危

険度から、地区の避難危険度を総合的に判定す

ると、一次避難困難区域率が町のほぼ全域で危

険度１であるため、道路閉塞確率による危険度

判定で危険度３～５で判定された地区が危険

度２・３に低減されて判定されます。 

しかしながら、いかに一次的に避難する場所

が身近な場所に整備されていても、そこにいく

までの道路が沿道建物の倒壊によって閉塞さ

れてしまっては、円滑に避難することはできな

いため、北東部や南部に道路閉塞確率による危

険度が高い地域が広範囲にわたって分布して

いることは、重要な課題として受けとめ、これ

らの地域では、個々の建替え等を契機に沿道建

築物の耐震化を進めるとともに、狭あいな道路

の拡幅や街路等の整備を進め、避難場所等まで

の安全な避難経路を確保することが必要と考

えられます。

一次避難のしやすさ 

避難危険度（総合評価） 

危険度１ 一次避難困難区域率 20％未満 

危険度２ 一次避難困難区域率 20％以上 40％未満 

危険度３ 一次避難困難区域率 40％以上 60％未満 

危険度４ 一次避難困難区域率 60％以上 80％未満 

危険度５ 一次避難困難区域率 80％以上 

危険度１ 危険度の相加平均 1.0 

危険度２ 危険度の相加平均 1.5 及び 2.0 

危険度３ 危険度の相加平均 2.5 及び 3.0 

危険度４ 危険度の相加平均 3.5 及び 4.0 

危険度５ 危険度の相加平均 4.5 及び 5.0 

危険度の相加平均＝（道路閉塞確率による危険度＋ 

一次避難困難区域率による危険度）／２ 

府中町役場 

小学校 

府中町役場 

小学校 
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(3) 揺れやすさ危険度 

① 想定した地震の概要 

「広島県地震被害想定調査報告書（平成 19 年 3 月）」から、府中町に甚大な被害をもたら

す 3種類の地震を想定しました。これらの地震と府中町内の地盤状況を評価し、想定地震が発

生した際の“揺れ”の状況を震度で表現し危険度判定を行いました。 

 

想定地震 
地震 

タイプ 

長さ 

（ｋｍ） 

幅 

（ｋｍ） 

マグニチ

ュード 

五日市断層による地震 地殻内 20 25 7.0 

安芸灘～伊予灘地震 プレート内 28 13 7.25 

どこでもおこりうる直下地震 地殻内 17.4 8.7 6.9 

 

② 揺れやすさ危険度判定 

府中町市街地内で、同一地震による予測震度が若干異なることが確認されました。町域が狭

いため、明確な震度差として現れませんが、丘陵地が広がる東部地区に比べ、デルタ・後背湿

地が広がる西部地区のほうが、揺れやすさ危険度が高くなると考えられます。また、予測され

る震度が最も小さい「安芸灘～伊予灘地震」においても、町内の広い地域で『震度５強』が予

測されており、大きな被害が発生する危険性も考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五五五五五五五五日日日日日日日日市市市市市市市市断断断断断断断断層層層層層層層層にににににににによよよよよよよよるるるるるるるる地地地地地地地地震震震震震震震震        

安安安安安安安安芸芸芸芸芸芸芸芸灘灘灘灘灘灘灘灘～～～～～～～～伊伊伊伊伊伊伊伊予予予予予予予予灘灘灘灘灘灘灘灘地地地地地地地地震震震震震震震震        

どどどどどどどどここここここここででででででででもももももももも起起起起起起起起ここここここここりりりりりりりりううううううううるるるるるるるる直直直直直直直直下下下下下下下下地地地地地地地地震震震震震震震震        

揺れやすさ危険度 

危険度１ 震度４ 

危険度２ 震度５弱 

危険度３ 震度５強 

危険度４ 震度６弱 

危険度５ 震度６強～震度７ 

五日市断層五日市断層五日市断層五日市断層によるによるによるによる地震地震地震地震    安芸灘安芸灘安芸灘安芸灘～～～～伊予灘地震伊予灘地震伊予灘地震伊予灘地震    

危険度１ 震度４ 

危険度２ 震度５弱 

危険度３ 震度５強 

危険度４ 震度６弱 

危険度５ 震度６強～震度７ 

どこでもどこでもどこでもどこでも起起起起こりうるこりうるこりうるこりうる直下地震直下地震直下地震直下地震    

危険度１ 震度４ 

危険度２ 震度５弱 

危険度３ 震度５強 

危険度４ 震度６弱 

危険度５ 震度６強～震度７ 

府中町役場 

小学校 

府中町役場 

小学校 

府中町役場 

小学校 
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③ 震度と揺れの状況 

気象庁ホームページに掲載のある“震度と揺れ等の状況（概要）”は以下の通りです。 
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(4) 建物全壊危険度 

① 揺れの大きさと建物全壊被害の関係 

揺れやすさ危険度判定で算定した「最大予測震度の重ね合わせ値」に、「構造別・建築年次別

に整理した建物データ」を掛け合せ、建物が全壊する危険性を建物全壊棟数率として表し、危

険度判定を行いました。すなわち、建築年次の古い木造家屋が多く存在し、かつ、地震による

揺れの程度が大きくなる箇所ほど、建物が全壊する可能性が高いということになります。 

このような震度と全壊率の関係は「地震防災マップ作成技術資料」に記載されており（下図）、

この関係より“建物全壊量”の計算を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 建物全壊危険度判定 

府中町東部に位置する“比較的新しい団地”

については、昭和56年以降に建築された建物

が多く存在していることから、建物危険度は他

地域に比べ低い値を示しています。 

一方、河川後背地であり、古くから住生活を

営んでいる地域においては、予測される震度が

大きくなり、かつ、建築年次の古い木造家屋が

多数存在しているため、建物危険度が高い値を

示し危険性が高くなっています。まずは、危険

度が高い地域から重点的に耐震化促進を進め

ていく必要があると考えられます。 

 

 

 

 

 

揺揺揺揺れとれとれとれと建物全壊率建物全壊率建物全壊率建物全壊率のののの関係関係関係関係（（（（非木造建物非木造建物非木造建物非木造建物））））    揺揺揺揺れとれとれとれと建物全壊率建物全壊率建物全壊率建物全壊率のののの関係関係関係関係（（（（木造建物木造建物木造建物木造建物））））    

危険度１ 建物全壊棟数率  5％未満 

危険度２ 建物全壊棟数率  5％以上～10％未満 

危険度３ 建物全壊棟数率 10％以上～20％未満 

危険度４ 建物全壊棟数率 20％以上～30％未満 

危険度５ 建物全壊棟数率 30％以上 

建物全壊危険度 

府中町役場 

小学校 
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２ 豪雨災害の危険度判定 

(1) 土砂災害危険度 

広島県および府中町が設定した「土砂災害の

被害が想定される区域」の面積率を算定し、土

砂災害危険度を評価しました。（土砂災害の種

類は“土石流”と“急傾斜地崩壊”の 2種類） 

昭和 30 年代以降に団地開発が進んだ北東

部～東部にかけて、土砂災害の危険性が高くな

っています。特に、土石流による被害が想定さ

れる区域については、土石流の災害特性から大

きな被害が予測されます。 

しかし、土砂災害は突発的に発生する地震災

害と違い、気象情報や避難情報に注視すること

で、早期の避難が可能となります。そのため、

ハザードマップの周知や避難訓練の実施など、

事前対策が重要となります。 

 

 

 

 

(2) 浸水災害（河川氾濫）危険度 

広島県および府中町が設定している「河川氾

濫による浸水想定区域」の面積率を算定し、浸

水災害危険度を評価しました。なお、対象とし

た河川は“府中大川”と“榎川”です。 

府中大川と榎川に囲まれた地区の浸水危険

度が高い値を示しています。これは、“想定さ

れる区域面積”が広いだけでなく、“想定され

る浸水深”が深いことも影響しています。なお、

当該地区の一部では、府中大川の氾濫により

「2.0m以上～5.0m未満の浸水」が想定され

ていますで、防災上、留意が必要となります。 

また、浸水災害も土砂災害同様に、早期の避

難が可能となりますので、ハザードマップの周

知や避難訓練の実施など、事前対策が重要とな

ります。 

危険度１ 土砂災害危険箇所率  0％ 

危険度２ 土砂災害危険箇所率  0％以上～ 5％未満 

危険度３ 土砂災害危険箇所率  5％以上～10％未満 

危険度４ 土砂災害危険箇所率 10％以上～30％未満 

危険度５ 土砂災害危険箇所率 30％以上 

土砂災害危険度 

浸水災害（河川氾濫）危険度 

危険度１ 浸水危険度 0.0 点 

危険度２ 浸水危険度 0.0 点以上～0.5 点未満 

危険度３ 浸水危険度 0.5 点以上～1.0 点未満 

危険度４ 浸水危険度 1.0 点以上～2.0 点未満 

危険度５ 浸水危険度 2.0 点以上～0.5 点未満 

府中町役場 

小学校 

府中町役場 

小学校 
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３ 基本方針 

３-１ 計画目標・テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎テーマ１：都市基盤施設等の充実  

～ 広域レベルでのハード整備対策（主に行政の役割）～ 

『災害に強い都市』を実現するにあたっては、地震・豪雨等に備え、事前に“被害を

防止する”“被害の拡大を防止する”“安全に避難できる”“安全に救助・救援活動を行う

ことができる”基盤・土台を整えておくことが必要です。 

行政は、住民・個人レベルでは実施することの難しい広域レベルでのハード整備対策

として、『都市基盤施設等の充実』を推進していきます。 

◎テーマ３：防災意識の高揚 

～ 個人・地域レベルでの対策（主に住民の役割）～ 

災害に強い都市づくりを進めていく上で、最も重要なのは“住民の防災意識レベル”

を高めることです。どんなに堅固で高度なハード対策を実施しても、想定を超える自然

災害には太刀打ちできません。このため、“命を守る”ことを目的として、ハザードマッ

プを利用した防災訓練の実施、自主防災組織を中心とした防災コミュニティの強化など、

『防災意識の高揚を図る』ことが大切です。 

◎テーマ２： 安全に避難できる体制等の構築  

～ 地域レベルでの対策（官民等の連携・協働）～ 

『災害に強い都市』を実現するにあたっては、行政主体の広域的な視点からのハード

整備対策だけでなく、官民等の連携・協働のもとに、身近な範囲からの防災対策を進め、

自宅から安全に幹線道路・避難場所・公園・広場等に避難できるような避難経路を確保

することや、安否情報の確認、関係機関との密接な情報連絡などソフト的な対策を充実

させていくことも重要となります。 

 

 

    

都市基盤施設等の都市基盤施設等の都市基盤施設等の都市基盤施設等の    

充実充実充実充実    

 

安全に避難できる安全に避難できる安全に避難できる安全に避難できる    

体制等の構築体制等の構築体制等の構築体制等の構築    

    

防災意識の防災意識の防災意識の防災意識の    

高揚高揚高揚高揚    

都市に 

人々のいのちを守る 

『やさしさ』と『強さ』を 

    

【計画目標】【計画目標】【計画目標】【計画目標】    
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３-２ 施策展開の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画目標計画目標計画目標計画目標    施策展開の方向性施策展開の方向性施策展開の方向性施策展開の方向性    計画テーマ計画テーマ計画テーマ計画テーマ    

災害災害災害災害に強いに強いに強いに強い    

都市づくり都市づくり都市づくり都市づくり    

都市基盤施設等の充実都市基盤施設等の充実都市基盤施設等の充実都市基盤施設等の充実    

広域レベルでのハード整備広域レベルでのハード整備広域レベルでのハード整備広域レベルでのハード整備

対策（主に行政の役割）対策（主に行政の役割）対策（主に行政の役割）対策（主に行政の役割）    

◎骨格となる緊急輸送路・◎骨格となる緊急輸送路・◎骨格となる緊急輸送路・◎骨格となる緊急輸送路・

避難路の確保・延焼遮断避難路の確保・延焼遮断避難路の確保・延焼遮断避難路の確保・延焼遮断

帯の確保帯の確保帯の確保帯の確保    

・幹線道路の整備・幹線道路の整備・幹線道路の整備・幹線道路の整備    

・沿道建築物の耐震化・・沿道建築物の耐震化・・沿道建築物の耐震化・・沿道建築物の耐震化・    

不燃化不燃化不燃化不燃化    

・橋梁の耐震化・橋梁の耐震化・橋梁の耐震化・橋梁の耐震化    

◎避難場所・防災拠点等の◎避難場所・防災拠点等の◎避難場所・防災拠点等の◎避難場所・防災拠点等の

整備・強化整備・強化整備・強化整備・強化    

・避難場所・防災拠点等の・避難場所・防災拠点等の・避難場所・防災拠点等の・避難場所・防災拠点等の    

耐震化・不燃化・耐水化耐震化・不燃化・耐水化耐震化・不燃化・耐水化耐震化・不燃化・耐水化    

・都市公園等の整備・都市公園等の整備・都市公園等の整備・都市公園等の整備    

・斜面対策施設の整備・斜面対策施設の整備・斜面対策施設の整備・斜面対策施設の整備    

・砂防堰堤の整備・砂防堰堤の整備・砂防堰堤の整備・砂防堰堤の整備    

・堤防整備、河床の掘削・堤防整備、河床の掘削・堤防整備、河床の掘削・堤防整備、河床の掘削    

・下水、排水施設の整備・下水、排水施設の整備・下水、排水施設の整備・下水、排水施設の整備    

    

◎治水対策・治山整備等◎治水対策・治山整備等◎治水対策・治山整備等◎治水対策・治山整備等のののの

推進推進推進推進    

・住宅・・住宅・・住宅・・住宅・建築物の耐震化建築物の耐震化建築物の耐震化建築物の耐震化    

・家具の固定・家具の固定・家具の固定・家具の固定    

・防災講習会への参加・防災講習会への参加・防災講習会への参加・防災講習会への参加    

・防災訓練の実施・防災訓練の実施・防災訓練の実施・防災訓練の実施    

・自主防災組織の強化・自主防災組織の強化・自主防災組織の強化・自主防災組織の強化    

防災意識の高揚防災意識の高揚防災意識の高揚防災意識の高揚    

個個個個人・地域レベルでの対策人・地域レベルでの対策人・地域レベルでの対策人・地域レベルでの対策

（主に住民の役割）（主に住民の役割）（主に住民の役割）（主に住民の役割）    

◎自助力・共助力の向上◎自助力・共助力の向上◎自助力・共助力の向上◎自助力・共助力の向上    

・庁内での防災訓練・庁内での防災訓練・庁内での防災訓練・庁内での防災訓練の実施の実施の実施の実施    

・関係機関との防災協力体・関係機関との防災協力体・関係機関との防災協力体・関係機関との防災協力体

制の構築・強化制の構築・強化制の構築・強化制の構築・強化    

・災害時要援護者リストの・災害時要援護者リストの・災害時要援護者リストの・災害時要援護者リストの

作成作成作成作成    

・ハザードマップの作成、・ハザードマップの作成、・ハザードマップの作成、・ハザードマップの作成、

配布配布配布配布    

・・・・ITITITIT 等を活用した等を活用した等を活用した等を活用した防災防災防災防災情報情報情報情報

提供提供提供提供サービスサービスサービスサービスの整備の整備の整備の整備    

・・・・情報の迅速性・正確性の情報の迅速性・正確性の情報の迅速性・正確性の情報の迅速性・正確性の

向上向上向上向上    

安全に避難できる体制等の構築安全に避難できる体制等の構築安全に避難できる体制等の構築安全に避難できる体制等の構築    

地域地域地域地域レベルでの対策レベルでの対策レベルでの対策レベルでの対策    

（官民等の連携・協働）（官民等の連携・協働）（官民等の連携・協働）（官民等の連携・協働）    

・補助街路の整備・補助街路の整備・補助街路の整備・補助街路の整備    

・狭あい道路の拡幅整備・狭あい道路の拡幅整備・狭あい道路の拡幅整備・狭あい道路の拡幅整備    

◎正確かつ迅速な情報提供◎正確かつ迅速な情報提供◎正確かつ迅速な情報提供◎正確かつ迅速な情報提供    

◎防災連絡体制の強化◎防災連絡体制の強化◎防災連絡体制の強化◎防災連絡体制の強化    

◎官民協働による避難経路◎官民協働による避難経路◎官民協働による避難経路◎官民協働による避難経路

の確保の確保の確保の確保    
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３-３ 防災都市づくりに向けて 

 

 

 

◎ 骨格となる緊急輸送路・避難路の確保・延焼遮断帯の整備 

幹線道路は、災害時の避難・救助・救援活動、被災地への物資輸送等の骨格をなす道路と

して機能するとともに、市街地大火への拡大を防ぐための延焼遮断帯としての効果もあり、

広域的な観点からの都市防災対策上、非常に重要な役割を担っています。 

今後は、未整備の都市計画道路の整備、新規路線の検討を推進してくとともに、震災時の

リダンダンシー（幹線道路の代替性）にも配慮した幹線道路の配置を検討していくことが必

要と考えられます。 

また、安全な緊急輸送路・避難路網の骨格を確保するため、幹線道路沿道の建築物の耐震

化・橋梁の耐震化を推進していくとともに、延焼遮断帯としての効果を発揮していくために、

幹線道路沿道の建築物の不燃化も検討していくことが必要と考えられます。 

◎ 避難場所・防災拠点等の整備・強化 

震災時の安全な避難を確保するためには、安全な避難場所・広場等を確保するとともに、

避難収容施設等の安全化・機能強化を図っていく必要があります。 

府中町では、学校や集会所などを避難場所として指定し、身近な公園（街区公園、児童遊

園）が町全域にわたって分布していることから、一次的に避難する場所は身近に整っている

状況です。 

今後は、避難収容施設等の耐震化・不燃化・耐水化を進め、地震・浸水等に対する安全性

を強化していくとともに、安心・快適な避難収容施設での避難生活を確保していくために備

蓄倉庫の整備や備蓄品の充実を図っていくことも必要と考えられます。 

また、府中町では、一次的に避難する場所は身近に整っているもの、町西部・北部では、

比較的規模の大きい公園・広場が不足しており、広域拠点的な避難場所を確保する観点から、

都市公園等の整備を推進していくことも必要と考えられます。 

◎ 治水対策・治山整備等の推進 

近年、自然災害は、地震だけでなく、ゲリラ豪雨による洪水・土砂災害も深刻な問題とな

ってきています。 

今後は、豪雨災害に備え、斜面対策施設の整備、砂防堰堤の整備、堤防整備、河床の掘削、

下水・排水施設の整備等による治水対策・治山整備等を推進していくことも重要となってく

ると考えられます。 

 

 

都市基盤施設等の充実 ～ 広域レベルでのハード整備対策（主に行政の役割）～ 
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◎ 官民協働による避難経路の確保 

震災時の安全な避難を確保するためには、幹線道路・避難場所の整備だけでなく、自宅か

ら安全に幹線道路・避難場所・公園・広場等にアクセスできるように、身近な生活道路を改

善していくことも必要です。 

府中町では、急激な市街化を背景に、建物の密集度が高く、狭あいな道路が入り組んだ市

街地が多く形成され、このような市街地内の生活道路は地震時に閉塞される可能性が高いこ

とから、安全な避難経路を確保するうえで、生活道路の改善（補助街路の整備や狭あい道路

の拡幅整備）を推進していくことは特に重要な課題であるといえます。 

これらの生活道路の改善にあたっては、住民の理解と協力のもと、官民協働で地道に取組

んでいくことが必要です。 

◎ 防災連絡体制の強化 

災害時には初動体制が最も重要となります。そのため、有事の際に“誰がどのような役割

を果たすべきか”、府中庁内でも防災訓練を実施し、日頃から防災体制・連絡体制を強化して

おく必要があります。また、関係機関（広島県や近隣市町）とも防災連携を図っておくこと

が必要となります。さらに、地域と一体となって“災害時要援護者”のリストを作成するな

ど、安否確認の際に必要となる情報も整理しておかなければなりません 

◎ 正確かつ迅速な情報提供 

『府中町総合防災マップ』の各戸配布、また、ホームページでの公開により、町内の危険

箇所や避難場所の広報・周知を図る必要があります。また、平成 23 年から運用を開始した

『府中町防災・安全安心情報メールサービス』や『J-ALERT による情報提供』の周知を行

い、多くの住民が迅速に避難できるような情報提供を行っていく必要があります。 

 

 

 

◎ 自助力・共助力の向上 

防災対策の基本の一つである“自助（自分の身は自分が守る）”の力などを向上していくた

めに、住宅・特定建築物の耐震化を促進・推進していく必要があります。 

また、これまで、府中町内でも「防災訓練」や「図上訓練」が実施されてきましたが、こ

れらの活動は、継続して実施することでその効果を発揮するものであり、今後もこのような

防災啓発活動を継続的に実施していく必要があります。その際、『町内会別ハザードマップ』

を有効利用し、“地域の集合場所”や“避難経路”を設定・確認することも必要と考えられま

す。また、自主防災会の自主的な活動を支援できるような制度（資機材の貸し出し、講習会

の実施）を確立することも必要と考えられます。 

安全に避難できる体制等の構築 ～ 地域レベルでの対策（官民等の連携・協働）～ 

防災意識の高揚 ～ 個人・地域レベルでの対策（主に住民の役割）～ 


